
 京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年 ３月２９日 

京都市長  松 井 孝 治 

京都市規則第   号 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表第７ １備考以外の部分中 

「     

 
水 産 棟 （ 鮮 魚 ） 

 

 

４７０ を 

   」 

「     

 
水 産 棟 （ 鮮 魚 ） 

 
４７０  

に、 

 水 産 棟 （ 塩 干 ）  

 

４４０  

   」 

２３」を「１，７５０」に、「１，２９７」を「１，４００」に、 

「      

  ２ 階  ２，２５０   を 

     

「      

  ２ 階  ２，２５０    

 水 産 棟

（塩干） 

１ 階  ２，６２０  に、「１，６ 

２ 階  ２，１００   

    」 

「      

  水 産 棟 （ 鮮 魚 ）  １，８５０   を 

     」 

 

円 

円 

」 

８４



 

０」に、 

   

「      

 水産棟加工処理場（塩干）  ２，２７０ を 

    」      

「      

 水産棟加工処理場（塩干）  ２，４４０ に、 

   」  

 

 

「      

  水 産 棟 （ 鮮 魚 ）  １，８５０  
に、 

  水 産 棟 （ 塩 干 ）  １，７３０  

    」 

「     

 水 産 棟 （ 鮮 魚 ）  ２，１１０   を 

          」 

「     

 水 産 棟 （ 鮮 魚 ）  ２，１１０  
に、「５０７」を「８０ 

 水 産 棟 （ 塩 干 ）  １，９７０  

          」 

「     

 水 産 棟 （ 鮮 魚 ）  １７０   を 

    」    

「     

 水 産 棟 （ 鮮 魚 ）  １７０   

 水産棟（塩干及び加工食料品卸

販売業者） 

 
１６０  

 に、 

    」   



「      

 積降場（塩干及び加工食料品卸

販売業者） 

 
８４８  

 
を 

    」  

「      

 積降場（塩干及び加工食料品卸

販売業者） 

 
９１０  

 
に、 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市中央卸売市場業務条例施行規則の規定は、この規則の

施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

（第一市場） 

 

「      

 
水 産 棟

（塩干） 

仲卸荷さ

ばき場 

 
４０８  

 を 

 屋 外  ４９５  

     」 

「      

 

水 産 棟

（塩干） 

水産物置

場 

 
２００  

に改める。  仲卸荷さ

ばき場 

 
４７０  

 屋 外  ５３０  

     」 

」 


